
令和８年４月１日以降離婚届をされる方へ 
 

未成年の子がいる場合は、父母が離婚後の親権について協議を行った旨の記載が必要となります。 

下記を必ず確認し、別紙または離婚届のその他欄へ記入をお願いします。 

なお、署名は必ず本人が記入してくだい。 

未成年の親権について、双方の合意の意思が確認できない場合は、受理できませんのでご注意ください。 

 

例）防府史郎は父母の共同親権、防府洋子は母の単独親権に指定 

① 別紙に記入する場合 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 離婚届のその他欄に記入する場合 

   

防府洋子 

防府 太郎 防府 花子 

親権について合意した旨の☑及び 

署名を必ずしてください。 

※離婚届書にも署名してください。 

未成年の子の親権について該当する

欄に記入してください。 

防府 太郎

 

防府 花子 

防府史郎 防府洋子 

親権者の定めについて真意に基づいて合意した 防府太郎 防府花子 

未成年の子の親権について該当欄

に記入してください。 

合意した旨の記載および双方の署名

が必要です。 

 

防府史郎 

防府史郎 


